
適用時期についても未定ですが、今後の税制改正による動向に注意しながら
駆け込み贈与等の対策も検討しましょう。

生前贈与による節税ができなくなると聞きましたが、詳細について教えて下さい。

現在は検討段階ではありますが、毎年の110万円の基礎控除や税率差を
活用した相続税対策としての生前贈与については今後節税できなくなると
思われます。相続税と贈与税を一体的に捉えて課税する観点から、
相続時精算課税と暦年課税の課税方法に変更が加わる可能性があります。

資産移転の時期の選択に中立的な課税に向けて
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適用時期に関しては検討中

●資産移転の時期の選択に中立的な税制とは●

・資産の移転の時期（回数・金額含む）にかかわらず、納税義務者にとって、生前贈与と相続を通じた資産の
総額に係る税負担が一定となることを、「資産移転の時期の選択に中立的」という。

・贈与者は、税負担を意識して財産の移転のタイミングを計る必要がなくニーズに即した財産の移転が促される。
一方で意図的な税負担の回避も防止される。

・主要国（米・独・仏）では、贈与税・遺産税（相続税）の税率表が共通で、相続・贈与に係る税負担の
中立性が確保される制度を設けている。
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